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仕様書 

令和８ 年度後期高齢者医療意思表示欄保護シール・ ジェ ネリ ッ ク シール印刷 

 

１  作成物（ 各仕様は項番２ 以降を参照）  

   意思表示欄保護シール・ ジェ ネリ ッ ク シール 

 

２  意思表示欄保護シール・ ジェ ネリ ッ ク シール 

（ １ ）  大き さ  

外寸は、 縦 20. 8cm、 横 8. 5cm 

意思表示欄保護シール貼付用部分は縦横 7. 5cm と し 、 ジェ ネリ ッ ク シール貼付用部分は縦 

0. 7 ㎝、 横 7. 5 ㎝と する 。（ 別紙１ 参照）  

（ ２ ）  厚さ  

シールを貼り 付けたと き に資格確認書裏面の記載事項が透けて見えない厚さ である こ と 。  

（ ３ ）  材質 

貼付部分をき れいに剥がすこ と ができ 、 資格確認書裏面に容易に貼り 付けら れる こ と 。  

台紙の材質は問わないが、 シール面、 台紙と も に、 注意事項等を印刷する こ と が可能であ 

る こ と 。  

（ ４ ）  のり の仕様（ シール部分）  

一度はがすと 貼れないタ イ プと する こ と 。  

（ ５ ）  配色等 

シール面 色は契約締結後に調整する ２ 色と し 、 枠内に黒文字で印字する こ と 。  

台紙 黒１ 色で印字する 注意事項等を読み取る こ と が容易な色である こ と 。  

（ ６ ） 印刷枚数 

 468, 200 枚 

（ ①年齢到達分 141, 000 枚 ②年次更新分 194, 000 枚 ③広域連合保管分 133, 200 枚）  

 

３  校正 

  ２ 回 色校正１ 回 

  印刷前にテス ト 印刷と し て仕上がり 見本を提出し 、 確認を得てから 本印刷を行う こ と 。  

 

４  作成物の納品 

 （ １ ） 納品場所 

 広域連合の指定する 箇所（ 関東近県） に①年齢到達分と ②年次更新分、  

広域連合事務局に③広域連合保管分をそれぞれ納品する 。  

 

（ ２ ） 納品方法 

 梱包の最大単位は 1, 000 枚と し 、 100 枚ごと に帯封をつける こ と 。 ま た、 納品時の箱 

と 納品書に、 契約後別途提示する 管理番号を記載する こ と 。  

（ ３ ） 納品期限  令和８ 年５ 月下旬 ※別途協議 
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５  疑義等の決定 

  仕様書に定めのない事項及び疑義が生じ たと き は、 委託者、 受託者が協議し て決定する も の

と する 。  

 

６  支払方法 

   正当な請求書を受領し てから  30 日以内に振込 

 

７  契約不適合責任 

（ １ ）  引き 渡さ れた目的物が種類、品質又は数量に関し て契約の内容に適合し ないも のである 場

合（ 受託者が広域連合に移転し た権利が契約の内容に適合し ないも のである 場合を含む。） 

は、 広域連合は、 受託者に対し 、 履行の追完の請求、 代金の減額の請求（ 不適合が広域連

合の責めに帰すべき 事由によ る も のである と き を除く 。）、損害賠償の請求及び契約の解除

をする こ と ができ る 。  

（ ２ ）  受託者が種類又は品質に関し て契約の内容に適合し ない目的物を広域連合に引き 渡し た

場合において、広域連合がその不適合を知った時から １ 年以内にその旨を受託者に通知し

ないと き は、 広域連合は、 その不適合を理由と し て、 履行の追完の請求、 代金の減額の請

求、 損害賠償の請求及び契約の解除をする こ と ができ ない。 ただし 、 受託者が引渡し の時

にその不適合を知り 、 又は重大な過失によ って知ら なかったと き は、 こ の限り でない。  

 

８  その他 

  当該落札決定の効果は、 令和８ 年度当初予算に係る 議会の議決がなさ れた後、 令和８ 年 

  ４ 月１ 日の令和８ 年度予算発効時において効果を生ずる も のと する 。  



ジェ ネリ ッ ク 医薬品を 希望し ま す

 意思表示欄保護シールの使い方
 

 資格確認書の裏面「 臓器提供意思表示欄」 に記入し た後、

シールを はがし て、 記入箇所が見えないよ う に貼り 付ける こ と

ができ ま す。

 臓器提供に関する 意思表示について、 詳し く お知り になり た

いと き は、

   公益社団法人 日本臓器移植ネッ ト ワ ーク

 （ 電話 ０ １ ２ ０ ʷ ７ ８ ʷ １ ０ ６ ９ ） ま たは

    （ 電話 ０ ３ ʷ ５ ４ ４ ６ ʷ ８ ８ ０ ０ ）

ま でお問い合わせく ださ い。    ホーム ページを ご 覧いただく こ

と も でき ま す。

    意思表示欄保護シール

 ※こ のシールは、 必要なと き には、 はが

    すこ と ができ ま すが、 再度貼り 付ける

 こ と はでき ま せん。

 ※新し いシールが必要なと き は、 お住ま

  いの市町村の後期高齢者医療担当にお

  問い合わせく ださ い。

    ●意思表示欄保護シールを ご 利用く ださ い●

〇臓器の移植に関する 法律の規定によ り 、 資格確認

 書に、 臓器提供に関する 意思表示欄を設けていま

 す。

〇高齢の方でも 、 病気でお薬を 飲んでいる 場合でも 、

 ど なたでも 記入する こ と ができ ま す。

〇実際に提供が可能かは、 医学的な検査を し て判断

 し ま すので、 ご 家族や親し い人と よ く 話し 合い、

 自分の意思を示し ておく こ と が大切です。

〇提供し たいと 思う 人は、 資格確認書の裏面「 臓器

 提供意思表示欄」 に記入する こ と で、 自分の意思

 を表すこ と ができ ま す。 ま た、 提供し ない意思を

 表すこ と も でき ま す。

〇意思表示欄への記入は、 義務ではあり ま せん。 記

 入し なく ても 、 資格確認書の効力や診療の内容に

 違いが出る こ と はあり ま せん。

〇記入し た内容について他の人に知ら れたく ない場

 合は、 「 臓器提供意思表示欄」 の上に表面のシール

 を貼っ てく ださ い。

〇マイ ナ保険証には、 表面のシールを 貼る こ と ができ

 ま せん。 お住ま いの自治体で目隠し ができ る カバー

 等がも ら えないかご 相談く ださ い。

●ジェ ネリ ッ ク 医薬品希望シールをご利用く ださ い●

 

〇ジェ ネリ ッ ク 医薬品（ 後発医薬品） は、 新薬（ 先発医薬品）

と 同等の効能・ 効果を 持つ比較的安価な医薬品です。

〇ジェ ネリ ッ ク 医薬品を 希望さ れる 場合は、 裏面のシールを お

薬手帳など に貼っ てご 使用く ださ い。

ジェ ネリ ッ ク 医薬品を 希望し ま す

色付き の部分をはがし てご使用く ださ い。

20.8cm

8.5cm

7.5cm

表面
裏面

臓器移植 検索

別紙1
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ジェ ネリ ッ ク 医薬品希望シールの使い方

ジェ ネリ ッ ク 医薬品を希望さ れる 場合は色付き の部分を

はがし て、 お薬手帳など に貼っ てご 使用く ださ い。


